
鬼涙黙自家万１電気自動車導入費補助金交付要綱

令和 ７年 ６１ １７日

告示第９３号

（趣 回）

第１ 条　 この告示は、 自家用電気自動車の導入を支援する こと によ り、 ち末な暖化対策の推迄、

災害レジ リェンス の『氛上八びぢＲの環境保兔に筒する意識の高揚を回 り、 環境に調和した低

炭素なま ちづ くり を推進してい くため、 ｔ気自ｔ東を導入した者にがして、 予算の範回肖Ｊに

おいて鬼北ＲＩ］一自 家Ｊ≡目 電気 自動車導入費補助金（ぷ下 「補助金」と いう 。） を交付するこ とに

ついて、 必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２ 条　 この告示において、次の各号に掲げる鴇語の意義は、 肖該各号に定める とこ ろによる

（１ ）　 自家箟ｔ気自 卯丿車　 自家Ｊ≡目の電気自ｔ東（ＥＶ）をいう。

（２）電気自 動車 （Ｅ Ｖ） 搭載 された電池に よっ て駆動さ れる 電動機のみを原動機と し、

内燃機関 を併用し ない検査済自 動車 （道路ミ送車両法 （昭和２ ６年法律第１ ８５ そ） 第６

０条第１ 項の規定によ る自 卯〕車検を証の交付を受けた回法第 ２条第２ 爆、に規定する自動

車をいい、電動機が鉛電池によってＥ動されるものを除く 。） をい う。

（な付の筒象八び条件）

第３ 条　補助金のタイ才対象と なる 電気 自動車は、萢該補釣台の中獵時において 、次のを号に掲

げる 要件のいずれ にも 該售する もの とす る。

（１ ）　 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するク リーンエネルギー 自動車導入

促進補釣台の交付対象の電気自動車であるこ と。

（２）　 四輪の自 家用電気自動車で、使用の木隻の位置を鬼北ぢ肖］に設定 して初度を録 し、

又は初度検ま した もの であ るこ と。

（３）　 リース若 しく は残価鼈定型クレジッ トに より 導入 した車両又は中古車でない こと。

（補助対象者）

第４ 条　補助金の交付の筒象者は、 次の各号の‾ｉ覧件のいずれに も該肖する者 とす る。

（１ ）　 申請時において、 鬼北ぢの住回ｋ木台帳に記載されている個人であ る者

（２）ｔ帯員全員が罵税等を滞納していない者である こと。

（３）電気自動車の購入者であ り、 申請車両の自動車検ま証の所有者又は使用者であるこ

と。

（４）　 暴力回員 によ る不肖な行為の防止等に関する 法律 （平成３ 年法律第 ７７ 号） 第２条

第６ 号に規定する暴力回員でない者

（補助金の額）

第５ 条　補助金の額は、補助対象車両１ 台につき 、２ ０万Ｆエ］と する。

２　 補助金は、回一会計年度肖］において、 １人当た り１ 回ほ りの交付とする。

（交付の 申請）

第６ 条　補助金の交付を受けよ うと する者（け下 「申請者」と いう 。） は、 補助対象の電気自

動車の初度を録日 又は初度検圭 日か ら監算して１ 年八内に補助金交付申請書 （様式第 １倚）

に次に掲げる書類を添えてぢ長に提ｍしなければなら ない。



（１）　 補助対象車両の本体価格が分かる書類の写し （売買契約書、注大書等）

（２）　 補助対象車両の自 動車検査証八び自動車検ま証記録事項の察し

（３）補助筒象車両の車両写真 （車両全体‾玖、びナンバープ レー トが確認でき るカ ラー写真）

（４）　 申請者の住Ｊヨら票［発行後３ 箇大いス内のものに限る。 コピ一万万ｉ］＾）

（５）　 その他ぢ長が必要とおめる書類

２　 申請は、 先着獸に受けかナける もの とし、補助総額が予算額に達した際には受付を終了す る。

（手続の代行）

第７ 条　 申獵希は、前条に規定する 申請に係る事務手続について、 補助対象車両を販売する令

に代行さ せる こと ができる。

（補助金交付額の決定‾乱びｊ！加）

第８ 条　Ｆ長は、 前２ 条に規定する補助金交付申請書の提芭があった場合は、追やかにその内

容を審ま し、 補助金の交付が４芭と おめたと きは、補助金交付額を確定 し、 補助金交付決定

適祕害（様式第２ 倚） によ り申請者に七し、 補助をの交イ才が不適售と認めたと きは、補助

金不交付決定ｊＥ！知害（様式第３ 号） によ り申請令に瘋知するも のと する。

（補助金の請求八び交付）

第９ 条　前条の規定に より 補助金交イ才決定の通加をそけた申請者は、 ＦｎＴＦ長に補釣台交吭請求書

（様式第４そ）ををｉしなければな らない。

２　 社長は、 前項の補助金交暁請衆害を受を した とき は、 受を した 日か ら起算して３ ０日 け内

に補助金を交付するものと する。

（処分の承お）

第１０条　補助金のなイ才を受けた令は、 補釣台の対象 とな った車両を減価償却資産の耐只］年数等

に関する省令 （昭和４ ０年大蔵省令第１ ５号）に定め る耐用年数の期間内において、 廃棄、

売却等に より 処分 しよ うと する とき は、 あら かじめ罵長に処分承認申請書（様式第５ そ）を

提ｍ し、 その承認 を受 けな ければな らな い。

２　 ぢ長は、 前項の規定による処分の承認申請があっ たと きは、その内容を審ま し、 処分承お・

不承簒通祕害 （様式第６号）により 申請者に逐知する もの とする。

３　 ぢ長は、 前項の規定に より 処分を承認すると きは、補助金の交付を受けた者に補助金の額

に相肖する額の返ぎを命じるこ とができ る。 ただ し、 補助金の交付を受けた者の責めによら

ない事由 によ り処分する場合その他ぢ長が特に認めた とき は、 このｍり でない。

（交付決定の取消い

第１ １条　Ｆ長は、 補助金の交付を受けた令が次の各号のいずれかに該售する と認めた とき は、

補助金の交付決定のを部又は一部を取り 消すこと ができる。

（１ ）　 補助金の交付条件 に違縦し たと き。

（２ ）　 偽り その他不‾瓷な手段に より 補助金の交付 を受 けた とき。

（３ ）　 前条の承認を受け ないで補助筧象車両を処分 した とき。

（４）　 前３ 号に掲げるもののほか、ＩＨＴＦ長が取り消す必要がある と認めた とき。

（補助金の返ミ）

第１２条　Ｆ長は、 前条の規定により 補助金の交付決定の全部又は一部を取り 示した場合におい

て、 既に補助をが交付されてい ると きは、期賢を定めてその返ぎを命じるも のと する。



（定期報告）

第１３条　Ｆ長は、 補助金を交付 した者に対し、補Ｊめ対象車両の使篦状況等の報告を求め ること

ができる。

（そ の他）

第１４条　 この告示に定 める もの のほ か、 補助金の交付に回 し必要な事項 は、 ぢ長がか」に 定め る。

附　則

この告示は、 ぬ布の日 から施行 し、 令和 ７年 ４Ｊ１１ 日ぶ、後 に初度を録又は初度検まを行った

補助金の交付対象 となる電気自動車について適Ｊヨ目 する。


